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おわりに 

 

 これまでの章で市とまちづくり協議会や市民活動団体が協働し、地域の課題解決に取

り組むための仕組みについて検討し、今後の草津市における地域自治システムについて

考えられるモデルを提示した。この過程で明らかになってきた今後の課題について以下

に述べる。 

 

 草津市のまちづくり協議会は、2011年度末で、11地区で設立される予定である。しか

し、多くの市民にまちづくり協議会の役割や可能性が周知できていないのが現状である。

2012 年度に多くのまちづくり協議会で「まちづくり計画」が策定される。このまちづく

り計画の策定過程は、まちづくり協議会の設立過程で十分な議論ができていない多くの

学区・地区において、まちづくり協議会の役割について、多くの市民への周知の機会で

あり、地域の課題を明確にするまたとない機会である。できるだけ多くの住民がこの計

画作りに参加し議論することにより、地域の課題を発見するとともに、自分たちがどの

ようにして課題の解決を図っていくのか、当事者として議論することが望まれる。 

 まちづくり協議会の区域の設定について、第 6 章で西尾の「各種行政サービスの管轄

区域と一致している必要がある」131という指摘を取り上げた。現在、地域福祉(介護)、

地域防災、地域協働合校など様々な事業が、それぞれの学区・地区で取り組まれている。

これらの事業の実施主体について、まちづくり協議会を踏まえたうえでの再検討が必要

である。また、市から町内会へ依頼(委託）している各種の事務等についてもまちづくり

協議会への補助金の交付金化と合わせて検討する必要がある。 

 

 協働のまちづくりは手段でしかない。真の目的は、暮らしやすい地域をみんなの力で

作ることである。そのためには、今までの仕組みを変えなければならない。そのことに

気づく市民と職員が必要である。協働は、特定の課だけの仕事ではない。自治体全ての

課題である。このことを市民と職員が常に心がけて取り組んでいく必要がある。 

 

                                                
131 西尾勝『権力と参加』東京大学出版会、1975年、302ページ 
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